
コラム
これからを考えている皆さんへ
～それぞれの働く意味を持っておこう!!～

やがて誰もが、働くことについて考えることになります。困ったら、相談窓口の力を借りてみるの
も良いでしょう。（ジョブカフェしまねについては、48ページに詳しい情報を掲載しています。）

島根の暮らしの情報は
公益財団法人
ふるさと島根定住財団
https://www.teiju.or.jp/
ＳＮＳでも情報発信中！

Twitter
@jobcafe_shimane
@jobcafe_hamada

松江センター 浜田ブランチ
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　皆さんこんにちは！ジョブカフェしまねでキャリア・アドバイザーをしています宮廻です。
　私の仕事は、皆さんが進路や職業を選択したり、仕事に就くためのお手伝いをすることです。

Q:皆さんは将来なりたいものが決まっていますか？
　将来の具体的なイメージができていて、それに向けた準備を
進めている人、ぼんやりとしたイメージを明確にしようとして
いる人、まだ全く描けずにいる人など、それぞれだと思います。
　皆さんは、たくさんの時間と可能性を秘めているからこそ、
しっかりとこれからを考えることが大切です。そして、考える
上で今回お伝えしたいのが、「働く目的・意味」についてです。

　そもそも、社会に出て働くのはなぜでしょう？
　社会人に聞くと、次のような回答をする人が多いと言われています。
　　①生計の維持（お金のため）
　　②社会的役割の分担（社会のため）
　　③自己実現、個性・才能の発揮（自分のため）
　そして、更に細かく聞いていくと、次のように十人十色の背景があります。
　　◎自分に影響を与えた恩人のため
　　◎愛する恋人や子供のため
　　◎お世話になった地域のため…など
　私の場合は、働く目的の根幹には育ててくれた父親の恩に報いるためということがありま
す。家業がありながらやりたいアドバイザーの仕事をさせてもらって、本当に感謝しています。
そんな思いで、現在二足のわらじでがんばっているところです。
　職業を選択する際は、業界・職種・待遇など色々なことを考慮し、迷うこともあると思い
ますが、その時に「働く目的・意味」といった、皆さんの思いの根幹の部分を思い起こすことが、
今後のキャリアの実現や職業選択につながっていくはずです。
ジョブカフェしまねは、皆さんの進路選定、就職活動を応援しています！

①労働契約の期間・更新する場合の
基準

②仕事をする場所
③仕事の内容
④始業・終業時刻
⑤残業（所定労働時間を超える労
働）の有無

⑥休憩時間・休日・休暇

≪必ず明示が必要な事項≫
⑦交替制勤務の場合は就業時転換に
関すること

⑧賃金（退職金、賞与等を除く。）
の決定・計算・支払いの方法

⑨賃金の締切・支払いの時期に関す
ること　

⑩退職に関すること（解雇の事由を
含む。）

●入社前に、会社の法定福利厚生（健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、労働
保険料など）や法定外福利厚生（住宅手当、社宅や独身寮の有無など）についても
確認しておきましょう。

①働くときの約束事 労働契約について
　就職する場合、これからあなたが働く会社など（この
後では、「使用者」や「事業主」とも表現します。）とあ
なたとの間で、“働く”ことに関するいろいろな条件（労
働条件）を取り決めることからはじまります。このこと
を『労働契約（の締結）』と呼びます。
　労働基準法では労働契約を結ぶ際に、会社（使用者）

が労働者に労働条件を明示するよう義務づけています。　　　　　　【労働基準法第15条】

　明示の方法は原則「書面の交付」が必要ですが、労働者が希望した場合には、会社
（使用者）はＦＡＸやＥメール・ＳＮＳメッセージ等の方法で明示できます。ただし
労働者側が出力して書面を作成できるものに限られます。

　メールやＳＮＳで明示を希望する場合には、印刷や保存がしやすいよう、添付ファ
イルでの送付を依頼しましょう。また、電子メール等による明示を希望しない場合
は、トラブルを防止するために「書面での交付を希望します」とはっきりと伝えま
しょう。
　（注１）昇給に関する事項は、必ず明示しなければなりませんが、口頭でも良いとされています。
　（注２）パートタイム労働者に対しては、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口に

ついても書面の交付が必要です。
詳しい情報は、厚生労働省ホームページで
確認できます。

労働契約時の労働条件の明示 検　索
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はじめに確認！はじめに確認！
ステップ1


